
した。

ウ　生涯活躍のまち（日本版CCRC）の推進
東京都在住者のうち、50 代男性の半数以上、

また、50 代女性及び60 代の約3割が地方への
移住の意向を示していることに鑑み、希望に応
じ地方や「まちなか」に移り住み、地域住民や
多世代と交流しながら生涯学習等を通じて健康
でアクティブな生活を送り、必要に応じて医
療・介護を受けることができるような「生涯活
躍のまち（日本版CCRC）」構想の導入に向け、
平成27年2月より有識者や関係省庁が参画する

「日本版CCRC 構想有識者会議」を開催し、同
年12 月に「最終報告」が取りまとめられた。

これを受け、「まち・ひと・しごと創生総合
戦略2015改訂版」（平成27年12月24日閣議決
定）において、「高齢者が多世代と交流しなが
ら活躍できる地域づくりを進めるため、「生涯
活躍のまち」構想について、必要な法制を含め
制度化などの施策展開につなげていく」とされ
たことを踏まえ、生涯活躍のまちの制度化に関
する措置を盛り込んだ「地域再生法の一部を改
正する法律案」が第190回国会に提出された。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進のための基本的施策

「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研
究推進のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示してい
る。

高齢者が健康で活躍しやすい環境づくり
のために、高齢者に優しく、ニーズに合致
した機器やサービスの開発を支援すること
で、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者

の消費を高めるとともに、高齢化に対応し
た産業の強化等を通じて高齢者が生活の質
を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送る
ことができるような環境を形成する。

また、科学技術の研究開発とその活用
は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与
するものであることから、高齢者に特有の
疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢
者の利用に配慮した福祉用具、生活用品、
情報通信機器等の研究開発など各種の調査
研究等を推進するとともに、そのために必
要な基盤の整備を図る。

（1）高齢者向け市場の開拓と活性化
ア　医療・介護・健康関連産業の強化

公的保険外の予防・健康管理サービス等の
「健康寿命延伸産業」の創出推進に向け、供
給・需要の両面から検討し、取組を進めた。具
体的には、地域版次世代ヘルスケア協議会の設
立促進、ヘルスケアファンドの活用促進、グ
レーゾーンの解消等の供給面の支援及び企業・
健保等による健康経営の促進等の需要面の支援
について検討を行い、各施策を実行した。

イ　不安の解消、生涯を楽しむための医療・介
護サービスの基盤強化

医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・
地域偏在の課題等の解決のための取組として、
地域医療支援センターの拡充（平成27年度ま
でに46都道府県に設置）、チーム医療の推進等
を行った。医学部入学定員については、27年
度の医学部の入学定員を65人増員した（20年
度からの定員増は累積1,509人）。また、病床に
応じた医療資源の投入を行い、効率的・効果的
な質の高い医療サービスを安定的に提供できる
体制の構築に向けた取組を進めている。
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また、地域包括ケアの推進等により住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるような体制整備を目指して、
引き続き在宅での医療と介護の連携の推進な
ど、制度、報酬及び予算面から包括的に取組を
行っている。

ウ　地域における高齢者の安心な暮らしの実現
平成27年度においても、地域主導による地

域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ
た。そのため、介護関係者のみならず、医療関
係者や地域住民などの多職種で地域の課題把握
等を行う「地域ケア会議」の取組の推進や、情
報通信技術の活用による在宅での生活支援ツー
ルの整備などを進め、地域に暮らす高齢者が自
らの希望するサービスを受けることができる社
会の構築をすすめた。

また、高齢者が地域での生活を継続していく
ためには、多様な生活支援や社会参加の場の提
供が求められている。そのため、市町村が実施
する地域支援事業を推進するとともに、各市町
村が効果的かつ計画的に生活支援・介護予防
サービスの基盤整備を行うことができるよう、
市町村に生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）を配置し、その取組を推進した。

高齢者が安心して健康な生活が送れるように
なることで、生涯学習や、教養・知識を吸収す
るための旅行など、新たなシニア向けサービス
の需要も創造される。また、高齢者の起業や雇
用にもつながるほか、高齢者が有する技術・知
識等が次世代へも継承される。こうした好循環
を可能とする環境の整備を行っている。

（2）超高齢社会に対応するための調査研究等
の推進と基盤整備

ア　健康・医療関連分野におけるイノベーショ
ンの推進

国民が健康な生活及び長寿を享受することの
できる社会の形成に資するため、世界最高水準
の医療の提供に資する医療分野の研究開発及び
当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出
等を総合的かつ計画的に推進すべく、健康・医
療戦略推進本部主導の下、「健康・医療戦略」
及び「医療分野研究開発推進計画」に基づく取
組を進めた。

また、これまで各省それぞれで実施していた
医療分野の研究開発関連予算を集約し、医療分
野の研究開発及びその環境の整備の実施・助成
等の業務を行うため、平成27年4月1日に設立
した「国立研究開発法人日本医療研究開発機
構」においては、「医療分野研究開発推進計画」
に基づき、医療分野の研究開発に関し、基礎か
ら実用化まで切れ目ない研究支援を一体的に
行った。

イ　高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する
調査研究等

高齢者の健康保持等に向けた取組を一層推進
するため、ロコモティブ・シンドローム（運動
器症候群）、要介護状態になる要因である認知
症等に着目し、それらの予防、早期診断及び治
療技術等の確立に向けた研究を行っている。

高齢者の死因となった疾病の中で死亡率が最
も高いがんの対策については、「がん対策基本
法」（平成18年法律第98号）に基づく「がん対
策推進基本計画」（平成24年6月閣議決定。以
下「基本計画」という。）により推進してきた。
基本計画では、従来の個別目標に加え、がん患
者に対する職場における理解の促進、相談支援
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体制の充実等を通じ、がんになっても安心して
働き暮らせる社会を構築することなどについ
て、目標を設定した。がん研究についても、従
前の取組に加え、新たながん診断・治療の方法
やがん予防の方法など、がん患者の視点による
実用化を目指した研究を効率的に推進してき
た。さらに、基本計画に示されている分野のう
ち、加速化することが必要な分野や、加速する
ことにより死亡率減少につながる分野につい
て、「がんの予防」、「がんの治療・研究」、「が
んとの共生」を3つの柱とする「がん対策加速
化プラン」を27年12月に策定した。

また、次世代のがん医療の確立に向けて、基
礎研究の有望な成果を厳選し、日本発の革新的
な診断・治療薬に資する新規化合物等の「有望
シーズ」の開発を戦略的に推進した。

ロボット技術、再生医療、IT等を応用して、
低侵襲の治療装置や早期に疾患を発見する診断
装置など、日本発の、国際競争力の高い革新的
医療機器・システムの開発・実用化を図った。
また、関係各省や関連機関、企業、地域支援機
関が連携し、開発初期段階から事業化に至るま
で、切れ目なく支援する「医療機器開発支援
ネットワーク」を立ち上げるとともに、ものづ
くり中小企業と医療機関等との医工連携によ
り、医療現場の課題に応える医療機器の開発・
実用化を支援した。

ウ　高齢者の自立・支援等のための医療・リハ
ビリ・介護関連機器等に関する研究開発

高齢者等の自立や社会参加の促進及び介護者
の負担の軽減を図るためには、高齢者等の特性
を踏まえた福祉用具や医療機器等の研究開発を
行う必要がある。

そのため、福祉用具及び医療機器について
は、福祉や医療に対するニーズの高い研究開発

を効率的に実施するためのプロジェクトの推
進、短期間で開発可能な福祉用具・医療機器の
民間による開発の支援等を行っている。

また、「福祉用具の研究開発及び普及の促進
に関する法律」（平成5年法律第38号）に基づ
き、福祉用具の実用化開発を行う事業者に対す
る助成や、研究開発及び普及のために必要な情
報の収集・分析及び提供を実施した。

民間企業等が行う高齢者や介護従事者等の現
場のニーズに応えるロボット技術の研究開発の
支援を実施した。

開発の早い段階から介護現場のニーズを伝達
し、試作機器について介護現場での実証（モニ
ター調査・評価）等を行い、介護ロボットの実
用化を支援した。

エ　情報通信の活用等に関する研究開発
高齢者等が情報通信の利便を享受できる情報

バリアフリー環境の整備を図るため、高齢者等
向けの通信・放送サービスに関する技術の研究
開発を行う者に対する助成等を行った。

また、高齢者等が安全で快適に移動できるよ
う、最先端の情報通信技術等を用いて、運転者
に周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提
供することで、危険要因に対する注意を促し、
ゆとりをもった運転ができる環境を作り出すこ
とによって交通事故を防止する安全運転支援シ
ステム（DSSS）やETC2.0等のITS（高度道路
交通システム）に関する研究開発及びサービス
展開を実施した。

オ　高齢社会対策の総合的な推進のための政策
研究

高齢化問題に関する基礎調査として、5年毎
に日本の高齢者と諸外国の高齢者の生活意識と
その変化を把握している。平成27年度は、日
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本と諸外国（アメリカ・ドイツ・スウェーデ
ン）における、高齢者の役割や諸活動及び意識
について「高齢者の生活と意識に関する国際比
較調査」を実施した。

また、高齢者等の安全・安心な生活の実現の
ために、国立研究開発法人科学技術振興機構が
実施する戦略的創造研究推進事業（社会技術研
究開発）において、研究者と関与者との協働に
よる社会実験を含む高齢社会の問題解決に資す
る研究開発を推進した。

6　全世代が参画する超高齢社会に対応
した基盤構築のための基本的施策

「全世代が参画する超高齢社会に対応した基
盤構築のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示してい
る。

今後の超高齢社会に対応するために、高
齢者のために対応が限定された社会ではな
く、高齢社会に暮らす子どもから高齢者ま
で、全ての世代の人々が安心して幸せに暮
らせる豊かな社会を構築する。そのため
に、高齢者のみならず、世代間の交流を通
じた若者や子育て世代とのつながりを醸成
するとともに、若年者や女性の能力を積極
的に活用するなど、全ての世代が積極的に
参画する社会を構築するための施策を推進
する。

（1）全員参加型社会の推進
ア　若年者雇用対策の推進

青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有
効に発揮できる環境を整備するため、青少年の
適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関

する措置等を総合的に講ずる「勤労青少年福祉
法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第
72号）が、平成27年9月18日に公布された。

同法において改正された「青少年の雇用の促
進等に関する法律」（昭和45年法律第98号。以
下「若者雇用促進法」という。）においては、
①若者の適職選択に資するよう、職場情報を提
供する仕組みの創設、②一定の労働関係法令違
反の求人者について、ハローワークで新卒求人
を受理しないこと、③若者の雇用管理が優良な
中小企業についての認定制度の創設などの内容
を盛り込んでおり、その取組に係る周知等を実
施した。（③については平成27年10月1日、①、
②については28年3月1日施行）。

（ア）大学などの新卒者・既卒者に対する就
職支援の推進

新卒者・既卒者の就職支援のため、全国の
「新卒応援ハローワーク」（平成27年4月1日現
在、57か所）を中心に、ジョブサポーターを
活用し、学生等にきめ細かな支援を行うととも
に、大学等と一体となった就職支援や中小企業
とのマッチングを推進した。

また、大学等の未就職卒業者を減少させるた
め、大学等に対して、新卒応援ハローワークの
周知に努めるとともに、ジョブサポーターによ
る学校担当者制や相談窓口設置・出張相談等を
実施した。

加えて、若者の雇用管理の状況が優良な中小
企業の情報発信を後押しすることにより当該企
業が求める人材の円滑な採用を支援し、マッチ
ングの向上を図るため、27年10月より創設さ
れた、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業
について、厚生労働大臣による認定制度（ユー
スエール認定制度）が始まっており、その普及
等に向けた周知を実施した。
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